
第２次宇多津町総合計画について 

 

宇多津町まちづくり課  

 

本町の最上位計画である現在の「宇多津町総合計画」の計画期間が令和５年度をもって終了する

ことから、社会経済情勢や本町を取り巻く課題等を踏まえた新たなまちづくりの指針として、次期

「宇多津町総合計画」を策定します。 
 

総合計画とは？ 

総合計画とは、地方自治体における総合的かつ計画的な行政運営を行うための最上位計画であり、

住民全体で共有する自治体の将来目標や施策を示し、すべての住民や事業者、行政が行動するため

の基本的な指針となるものです。一言でいうと、市町村における「まちづくりの最も基本となる計

画」です。 

 

計画の構成と期間 

第２次宇多津町総合計画は、「基本構想」、「基本計画」で構成されます。それぞれの内容構成

と期間は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：宇多津町総合計画 後期基本計画（平成 31年 3月策定）について 

■まちづくりの将来像 

『元気創造！これからも 自立する 宇多津』 

【基本目標①】少子・高齢化に対応した健康・福祉のまち（健康・福祉） 

【基本目標②】だれもが快適に安心して暮らせる生活基盤の整ったまち（生活基盤） 

【基本目標③】豊かな自然の中で安全・安心に暮らせるまち（防災・環境） 

【基本目標④】子育て・教育・交流の充実したまち（教育・文化） 

【基本目標⑤】地域の特色を活かしたにぎわいのあるまち（産業・地域活力） 

【基本目標⑥】計画推進の体制づくり（協働・行政改革） 
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基本構想は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度を計画期間として、本町の将来の姿を展望
し、その実現に向けての基本的な考え方を表すもので、長期的な視点に立った町政の総合的かつ計画的な
経営指針となるものです。 

後期基本計画（5 年間） 

 基本計画は、基本構想の施策の大綱に基づき、今後取り組むべき主要な施策を各分野にわたって、前期
5 年間、後期 5 年間に分けて定めています。 

基本構想（10 年間） 

前期基本計画（5 年間） 

資料１ 



 

総合計画審議会の位置づけ 

 

審議会設置の目的 

各団体、各層から幅広く集まった委員の専門性や分野別の見識に加え、町民の視点に立った意見や

要望を答申していただくことを目的として設置するものです。 

 

審議手法（検討イメージ） 

町民意見、庁内の意見を集約・調整した「基本構想」及び「基本計画」の素案を基に、審議を重ね

ていただきます。審議後、町へ答申をいただき、その答申を受けて総合計画を策定します。 

なお、審議の内容は、審議会ごとに会議録を作成し、ホームページ上で公開する予定です。 

 

 

 町 長 

事務局（担当課・コンサルタント） 

原案提出 

意見反映 

総 合 計 画 審 議 会 

町 民 参 画 

諮問 
答申 

指示 

意見交換・案の作成 意向把握・意見交換 

庁内調整連絡会(課長会) 

構成：庁内各課 課長級職員 

役割：事務局等でまとめた基本構想

素案及び基本計画素案の検

討。 

計画原案の決定と基本構想素

案及び基本計画素案を審議会

へ提示する組織。 

構成：町民代表・各種団体の代表者・

学識経験者・民間事業者 等 

役割：町長の諮問に応じ、総合計画

について審議し、その結果を

町長へ答申する。 

住民ワークショップ 
住民アンケート調査 

役割：町民の意見・意向把握 

パブリックコメントの実施 
役割：まちづくりへの意見・提案 


